
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

１ 工 事 名 ： ３１－１公共（補）雨水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ７月 ４日から 

令和 ２年 ２月１４日まで 

令和 元年 ７月 ４日から 

令和 ２年 ３月２７日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
１０２，６１６，８００円 １０５，９４４，３００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=110.0m 

雨水管推進工（φ1200）    L= 74.6m 

雨水管布設工（φ1200）   L= 26.5m 

鋼矢板立坑工（□7200×4000） 1箇所 

鋼矢板立坑工（□4800×4000） 1箇所 

組立矩形ﾏﾝﾎｰﾙ設置工（□2000×1500） 

               1箇所 

組立矩形ﾏﾝﾎｰﾙ設置工（□1800×1500） 

               1箇所 

付帯工                       1式 

 

工事延長 L=108.3m 

雨水管推進工（φ1200） L= 88.5m 

雨水管布設工（φ1200） L= 10.9m 

鋼矢板立坑工（□7200×4000）-箇所 

鋼矢板立坑工（□4800×4000）-箇所 

組立矩形ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(□2000×1500) 

              -箇所 

組立矩形ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(□1800×1500) 

              -箇所 

付帯工                     1式 

（新規）作業ﾔｰﾄﾞ工      1式 

（新規）道路付属物撤去設置工 1式 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・118 路線において、当初雨水管占用位置は土地区画整理組合と協議により決定

していたが、組合より上流部となる将来流入管路(組合施工)の計画線形変更の申

し出があったため、発進立坑位置を下流側へ変更(工事延長-1.7m)する。 

・119-1 路線において、当初想定していた到達立坑の位置に支障架空線が多数近

接しており、鋼矢板圧入による立坑築造が困難であったことから、立坑位置を下

流側へ変更(雨水管推進工+13.9m,雨水管布設工-15.6m)する。 

・推進工法施工時に使用するプラント用地について、隣接土地の一時使用を確保

できたため、敷鉄板等による養生を行う作業ﾔｰﾄﾞ工を新規追加する。また、プラ

ント用地への出入りを行うため、支障となる歩車道境界ブロックを一時的に撤去

する道路付属物撤去設置工を新規追加する。 

・上記立坑位置の変更に伴う管路線形の協議や近接する土地区画整理事業による

街路築造工事との調整に不測の時間を要したため、工期を延期(～3 月 27 日)す

る。 


